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学校名 三木市立平田小学校
1 学校教育目標 ４　自己評価方法の適切さについての学校関係者評価

２　本年度の重点目標　

３　自己評価結果（達成状況）【　Ａ：達成している　　Ｂ：概ね達成している　　Ｃ：あまり達成していない　　Ｄ：達成していない　】
５　評価の観点ごとの学校関係者評価

評価の観点 評価項目（取組内容） 取組(達成）の状況 評価 令和6年度に向けた改善の方策

学習
指導

○言語活動が充実した授業による基礎的・基本的
な知識・技能の定着と表現力等の育成

・学習規律の定着と家庭学習の充実
・朝学習の工夫と充実
・自主的に学習する意欲の育成
・兵庫型新学習システムや教科担任制、児童支援教員による指
導方法および指導体制の工夫と改善
・タブレット等情報機器を積極的に活用する等学習意欲を高め
る指導方法の工夫
・個々の児童の理解度に応じた支援を行うジャンプアップ教室
（放課後学習）の充実

・学習規律を身に付け、時間を守って落ち着いて学びをスタートできた。家庭学習においては、定着が見られた。また、学習ドリ
ルだけでなく、AIドリルや自主学習を進んで行う児童が増えてきた。
・朝学習では、AIドリルを利用し、国語科・算数科の教科学習と読書を取り入れ、ローテーションで行った。
・学年の実態に応じ、自由進度学習に取り組んだ。児童が自ら学習計画を立て、単元目標に向かって学び方を身につけようと
する学習展開の工夫に取り組んだ。
・児童支援教員を中心に、個の課題に対応する支援を行っている。
・授業においては、タブレットのAIドリルで学びの定着を図ったり、調べ学習で個々の課題の解決に活用したりしている。パ
ワーポイントやスカイメニュー等のアプリを活用して、学びの成果をまとめている。意見交流では、コラボノートやホワイトボー
ド等を活用している。
・ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾑ教室の対象学年を２・３年生に変更し、基礎基本の定着を図った。学びの足あとや成果が分かるポートフォリオ
評価を行い、学びの意欲に繋げている。

B

・学習に向かう基礎の力を身に付けつつ、主体的に学ぶ力を高めるために、４年生以上では自主学習ノートの充実
を図る。
・読書習慣については、学校だけでなく家庭での環境づくりを啓発していく。
・朝学習は引き続き、一週間ごとに国語科、算数科、読書のローテーションを取り入れ、基礎学力の定着を図り、落
ち着いた学校生活が始められるようにする。
・個の困り感に寄り添い、1人1人の課題に対する支援を行うために、担任のみならず全教職員で共通理解しながら
指導・支援を行っていく。
・児童にとって効果的なICT機器や教材アプリの活用を教職員で共有し、学習内容の定着を図る。
・ジャンプアップタイム教室では、今年度同様に、対象の学年を２・３年生に限定することで、基礎基本の定着を図
る。

評価Bは適切である。

基礎基本の定着が図られていることやICT機器の効果的な活
用により、児童の学習意欲の向上につながっていることが、児
童のアンケート結果から見受けられる。タブレットを使ったドリ
ル学習は定着してきているが、教職員が、さらにステップアッ
プした活用方法等について苦労されているのが伺える。また、
児童には家庭学習の習慣化が定着している様子も窺える。学
校と家庭が連携しながら児童の頑張りを評価することで、成
長につながることを期待する。活字離れの進む中、読書習慣の
定着はなかなか難しいとは思うが、心を育てる読書のすばらし
さを指導していってほしい。

 

道徳
人権
教育

○人間尊重の精神の育成および人権教育の推進

・「特別の教科 道徳」の充実に向けた授業の充実
・教育活動全般を通した道徳的心情、判断力、道徳的実践意欲
と実践力の育成
・自尊感情を高め、自己実現をめざす意欲や態度の育成
・共生の観点からの豊かな人権感覚の育成と人権文化の
構築
・主体的で実践的な人権学習活動の充実
・全教育活動を通して取り組む人権教育年間指導計画の見直し
・家庭や地域と連携した取組の充実

・児童が気兼ねなく自分の考えを話せるような学級づくりに努め、対話を通して学びを深め、道徳性を伸ばせるような授業改
善を行った。児童が発揮した道徳性や人権意識を、道徳の時間だけでなく学校生活の様々な場面で見つけて共有した。
・各自のノートをもとに、道徳の時間の学びを、個人懇談で保護者に知らせた。また、各家庭でメッセージを書いてもらい、児童
が意欲的に学習に取り組めるようにした。
・教育事業では、人権・基礎・生活の３つの柱を中心とした日々の学習や、地域指導者の方を招いての通して、地域の歴史や暮
らしぶりや地域指導者の方の願いを知ったうえで人権に関する問題に取り組んだ。さらに、担当教員だけではなく、実際の学
習活動に全職員が関わることで、教師それぞれの得意分野を活かしながら学級生の人権意識を高めたり仲間づくり・地域づく
りを進めたりした。さらに、学級生が活動内容を校内放送で話したり掲示したりすることで、教育事業の取組や楽しさを全校生
に広げた。
・親子人権学習では、学年に応じたテーマを設定して取り組んだ。２月の人権ふれあい集会では、体育館に一同が集まり、人権
作文や青空学級の発表を聞いて、学びを共有した。
・人権ふれあい月間では、教師による人権絵本の読み聞かせ活動を行った。友だちや家族に関することやLGBTQに関するこ
となど、幅広いテーマから児童の発達段階に応じた人権感覚の育成を行った。また、友だちの良い所や優しい言動を、児童会
が作成したハートの記入用紙に書いた「なかよしの木」を作り、廊下に掲示した。

A

・道徳の学びと実際の教育活動でのつながりを意識して児童を見取り、褒めたり励ましたりしながら、児童のよさが
伸びるよう支援する。行事等での児童同士の関わり合いや前向きな姿勢、意欲的な態度を認め、達成感と共に自己
有用感を高められるように支援する。また、家庭との連携を図りながら、児童に自尊感情が育まれるように努める。
・独自の道徳ノートを使用して、自分の考えを書いたり対話を通して学びを深めたりして、多様な考えを持ち、自己
の考えを深められるように支援する。
・教育事業では、「三木市人権教育総合推進事業実施要綱」に基づき年間計画を立て、活動を進めていく。また、来
年度も担当教員だけではなく、実際の学習活動に全職員が関わることで、教師それぞれの得意分野を活かしながら
学級生の人権意識を高めたり仲間づくり・地域づくりを進める。また、保護者にも教育事業の活動や意義について
広く知っていただくため、情報発信する機会や方法を工夫し、増やしていく。
・PTA人権講演会では、できるだけ多くの保護者や地域の方々が参加できるように内容を検討し推進する。

評価Aは適切である。

保護者や児童の高評価が、学校の取組を物語っている。様々
な人権課題がある中、成長段階に応じて、児童が納得する指
導をお願いしたい。中でも、「いじめ問題」は命までも奪うこと
がある。今後も児童の思いを受け止めながら、きめ細やかな心
暖かい指導をお願いしたい。
親子人権学習など、保護者参加型の開催により人権課題も共
有することができ、大変評価ができる。今後も継続して実施さ
れたい。

生徒
指導

○社会性と自立心の育成

・一人一人の内面理解に基づく、個々の特性や発達段階に応じ
た指導の工夫
・「三木市不登校対策アクションプラン」を軸として、SC,SSW,
関係機関等を積極的に活用・連携し、一人一人に応じた支援の
実施
・いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた、いじめ対応
マニュアルに基づく組織的な指導、相談体制の充実
・基本的な生活習慣の定着を目指した、児童の自立心を育成す
るための必要な情報や取組を共有した家庭との連携
・家庭と連携しながら、タブレット端末を安全かつ適切に活用す
る力（ICTスキルやネットモラル）の、実践的かつ段階的な育成

・学期ごとに「生活アンケート（いじめに関する内容）」の実施や「カウンセリングウィーク」を設定し、児童の問題行動等の早期発
見や解決を心がけた。いじめ問題に関わる事案や不登校傾向のある児童への対応については、SCや教育委員会などの関係機
関と連携し、細めにケース会議を開くなどして組織的な対応に努めた。
・不登校児童への対応は、保護者への連絡を密に行い、また、本人の意思を十分に確認しながら、本人のペースを尊重した登校
の機会を持つことができた。お話ルームを活用している児童、週１回の放課後登校を基本とする児童、リモートでの学習を基本
としながら、クラスの友達とも交流をする児童など、学校への参加の仕方は異なるが、それぞれに自分に応じた学校とのかか
わり方を見つけて学校に来ることができるようになった。その一方で、様々な理由で登校を渋る児童が増えてきている現状も
ある。
・「平田っ子のきまり」を配布し、校内外でのルールやマナーを守る意識付けを行うとともに、不適切な行動には毅然とした指
導を行っているが課題は依然として多い。改善面は、業間休みや昼休みの終わりの時間を意識し、５分前行動ができる児童が
増えた。
・児童会と連携して、「あいさつ運動」を継続的に行い自分からあいさつができる児童を目指して今年度も取り組んだ。その成
果として自分から挨拶をする児童の数が全体的に増えてきている。
・清掃活動については、６年生と１年生をペア学年にして清掃するなど、児童間で清掃への意識を高められるよう取り組んだ。
これについては、今後も継続をしていきたい。掃除時間の最後まで集中して掃除に取り組むという点は、来年度も学校全体の
課題である。
・児童、保護者向けに「平田っ子のきまり(ネットモラル教室)」を配布したり、ネットモラル教室を開催したりして取り組みを進め
た。しかし、タブレットでのトラブルや家庭での時間を意識しない使い方など、児童のネットモラルをさらに高めていく必要があ
る。

B

・いじめ問題をはじめとする問題行動の未然防止・早期発見・解決を図るために、生活アンケートの質問内容を再検
討する。また、子どもの変容について把握するために、カウンセリングウィーク後に、各学年グループ等で聞き取り
の結果を共有する場を設ける。学校全体で全児童を見取り、早期にケース会議を開くなど、組織で対応できる体制
づくりをさらに図る。
・SCや子育て支援課、不登校サポーター等、関係機関との連携をさらに深め、諸問題に組織で対応する。同時に、未
然防止の視点に立って、共感的な人間関係作りや自己決定の場の提供などを教育活動の中で工夫し、実践する。
・基本的な生活習慣については、今後も、継続的に指導を行う。場に応じた適切な言葉遣い、友達関係等について
は、適宜、家庭と連携して指導を行う。児童会と連携した「あいさつ運動」は、今後も継続的に実施する。
・廊下を安全に移動する必要性を説明し、継続して指導することで規範意識を高める。合わせて危険箇所などを生
活指導委員会などで協議して確認し、事前に怪我を予防する対策をとる。
・児童に清掃の意味や必要性について再考させる機会を持ち、掃除の時間を大事にする。
・ネットモラル指導については、低学年のうちから育成と向上に努め、早い段階から規範意識を高められるように努
める。また、PTAや児童会との連携をさらに図り、家庭内のルール作りを進める。

評価Bは概ね適切であるが、Aに近いと考える。

学校の日ごろからの取組が、保護者の評価として表れていると考え
る。学校・家庭・地域の三者が連携を密に取り、いじめや問題行動等
の未然防止・早期発見に努めていただきたい。
「あいさつ」は児童の内面を表す一つのサインと捉え、日ごろの児童
観察を大切にし、家庭や地域・関係機関と連携して児童の内面を的
確に把握しようと努めている。
子どもの中には、何かしら悩みを抱えている子もいるようである
が、今後も温かい目で見守りや支援をお願いしたい。

特別
支援
教育

○共に育つ特別支援教育の充実

・一人一人の教育的ニーズに応じた教育的支援および合理的配
慮の提供
・特別な支援を必要とする児童の共通理解と組織的な指導と支
援体制の充実
・研修内容の充実および、SC、SSW、学校生活支援教員等との
校内連携による教育的支援の充実
・特別支援学級間の交流および共同学習の充実と、特別支援学
級の児童と通常学級の児童とが相互に理解を深めていける学
習活動の工夫
・関係機関（市役所、医療機関、療育や福祉事業所、特別支援学
校等）との連携の強化
・地域，保護者への理解と啓発の取組

・支援を必要とする児童についての情報を全職員で共有し、家庭・関係機関との連携・連絡を密にしながら、児童の特性に応じた個別の支
援、指導計画を作成した。また、学期ごとに支援・合理的配慮の在り方を見直し、保護者の願いや一人一人の教育的なニーズに対応した適
切な支援に取り組んだ。また、学校生活支援教員やSCと児童の生活や学習の様子などの情報を共有し、支援体制の充実を図った。
・月例委員会で、情報交換や児童への支援の仕方の検討・支援体制の構築を行い、情報を職員会議で共通理解することで、よりよい支援の
方法を模索、推進した。また、新たに支援が必要となった際は、すぐに支援体制を組み直し、支援を必要とする児童が安心して過ごすことが
できるよう支援方法を協議した。学校行事の際には、保護者・教職員へ児童の参加の仕方や目標・支援体制の共有を行い、起こる可能性の
ある非常事態を想定した訓練や研修を実施した。
・特別支援学級間の交流を行う時間を設け、特別支援学級の児童が互いに認め合い、高め合える関係づくりに努めた。特別支援学級と通
常学級との交流及び共同学習を推進する際には、特支担と通常学級担の連絡を密にし、参加の仕方や支援方法を共有して、ともに尊重し、
助け合いながら生活していく集団づくりや、インクルーシブ教育の理解を図った。
・必要に応じて　定期的に関係機関との連携を　図り、児童が落ち着いて楽しく学校生活が送れるよう、よりよい支援方法を模索した。
・連絡帳・電話等で保護者との連絡を密にするとともに、通信を配布して児童が頑張っている様子を発信した。家庭訪問や個人懇談の時だ
けでなく、普段から学校での生活や学習の様子を知らせ、今後の学習方法や支援方法、目標を共有することで、児童にとって学校が安心し
て過ごせる場所となり、保護者にとって願いを共有できる場所となれるよう努めた。

B

・個別の指導計画に記載している内容を、児童の実態や保護者の願いに合ったより具体的な目標に変更し、どのよ
うな内容を引き継いでいくのか、来年度はどのような支援や合理的配慮が必要なのか、職員で共通理解する。これ
までの取組を複数の目で見直し、修正するとともに、要支援児童について定期的な話し合いをする場を設け、家庭
や関係機関との連携・連絡を密にし、一人一人の教育的なニーズに対応した取り組みを継続する。
・全教職員で要支援児童への支援のあり方や合理的配慮について研修を継続し理解を深める。非常事態を想定した
訓練や研修を定期的に行い、実際に起こりうる場面をより具体的に想定した内容にする。
・学校生活支援教員やSCと、児童の生活や学習の様子などの情報を引き続き共有し、よりよい支援や合理的配慮
が行えるよう推進していく。そして、中学校へ向けてSSWとの連携を密にし、情報を引き継いでいく。
・特別支援学級間の交流の場や、通常学級の児童との交流の場では、児童それぞれに合った目標を設定するととも
に、児童が関わり合える場を設ける。また、共に認め合い、高め合える集団作りの構築に努める。
・教育センターや教育委員会に加え、三木特別支援学校、兵庫県立視覚特別支援学校、放課後等デイサービス事業
所等の関係機関に加え、多文化共生サポーターとも連携を図り、児童の実態や支援方法を共有し、児童がのびのび
と成長していける支援に努める。
・普段から学校での生活や学習の様子を保護者に知らせる取組を継続し、児童にとって学校が安心して過ごせる場
所となり、保護者にとって願いを共有できる場所となれるよう、引き続き努める。

評価Bは適切である。

関係機関や幼小中との連携を図り、より効果的な支援に向け
た相談や保護者との面談を進める一方、配慮や支援を要する
児童について、教職員で共通理解を図るため、校内支援委員
会を定期的に開催されていることは評価できる。よりきめ細
かな支援ができるよう保護者との相互理解を十分に図りなが
ら、取り組んでいただきたい。
支援を必要とする児童については、全教職員の共通理解およ
び家庭との連携を持って見守っていただきたい。また、共に育
つ特別支援教育の充実とあるように、共に育つことを願う。交
流学習の時間などを通して、体験的な学びを積んでほしい。

専門性
と

資質の
向上

○授業づくりと授業改善

・研修の工夫や充実により基礎学力の定着を目指した指導力の
向上
・一人一授業公開による指導力の向上と授業改善
・「特別の教科　道徳」の授業力充実
・タブレット端末の活用等新たな教育課題への対応力の向上
・小中一貫教育に向けての研修の充実
・実践的な危機管理能力の向上

・自由進度学習や個別最適化な学びに関する研修を実施し、子ども一人一人の課題に応じた学びができる環境を整えた。
・「主体的に学び合う子どもを育てる授業づくり」を目指すために、児童の実態を把握し、各グループで事前研修・事後研修を充
実させ、児童が自分で考え判断し、自分の言葉で学びや思いを伝えることができる授業づくりに努めた。
・道徳の授業実践においては、役割演技の仕方などの理解を図り、学年の実態に即して進めた。
・タブレット端末の効果的な活用、授業づくりを全職員で共通理解を深め、研修を行った。
・様々な教育課題に対応するため積極的に外部講師を招聘し、全教職員の専門性を高められるように計画を進めた。
・研修や出張で学んだ内容について、全教職員に共有する場を設け専門性を高められるように努めた。

A

・個別最適な学びや協働的な学びの視点を取り入れた授業改善に向けた研修を充実させ、児童が自分の言葉で学
びや思いを伝えたいという主体的な姿に向かう授業づくりを目指す。
・本校が継続して取り組んできた道徳教育を大切にしつつ、児童が道徳性を発揮・実感できるような特別活動等を
推進する。
・目的に応じて全教職員がタブレットの効果的な扱いが出来るように、実践の共有や研修を重ねていく。
・９年間を通した学びが身につけられるように、中学校との連携を図る。

評価Aは適切である。

保護者の評価が高いことが素晴らしい。教職員の日ごろから
の実践が、保護者に伝わっているものと考える。経験豊富な教
職員からの、中堅・若年経験者へのアドバイスも、技量・力量の
向上につながるので、組織としての指導力育成に努めていた
だきたい。

防災
安全

○防災教育・安全指導

・児童の安全面に配慮する防災教育の充実
・緊急時に備えたシミュレーション研修の実施
・災害時等を想定した保護者引き渡し体制の充実
・登下校時等の安全指導の実施

・事前指導のうえで、地震や火災を想定した避難訓練を行った。さらに各家庭で家族防災会議を実施してもらい、在校時以外
で被災した際に、どのように行動すればよいかを児童が具体的に考えられる場を設け、防災意識を高めた。また、自衛隊と連
携し、地域総合防災訓練を行うことで、より実践的な災害時の対応について学び、防災意識を高めた。
・様々なシミュレーション研修を行い、各職員の役割や、情報伝達、初期対応の方法を確認することで、教職員が具体的な動き
をイメージすることができた。
・引き渡し訓練の際に、リモート会議システムを活用し、状況を共有してスムーズな引き渡しを行うことができた。
・学期ごとの地区児童会に加え、一斉下校や定期的な登校指導など、教師が一緒に登下校しながら安全についての指導を行う
ことで、児童の実態把握や危険個所の把握・安全な歩き方の直接指導をすることができた。また、工事の案内があった際は、該
当する地区の児童を集めてその個所や期間を説明し、登下校の仕方や近くを通る際の安全について指導を行った。

A

・校内の緊急体制の確立を図り、防災教育に取り組むとともに、地震や火災などの有事の際に迅速かつ安全に子ど
もたちを避難させるための、より実践的な訓練を定期的に実践する。また、「自分の身は自分で守る」という児童自
身の安全に対する意識や判断力を高める。そのために、教師自身の体験を語ったり、映像や資料を見たりするなど
の防災学習に加え、家族防災会議を継続するなど、児童自身が自ら考え行動できるような具体的な手立ての充実
を図る。
・様々な有事を想定した引き渡しに関して、より迅速かつ安全に保護者に引き渡せるよう実施方法のさらなる改善
を進める。
・定期的な登下校指導や交通安全教室などを継続して実施し、児童の安全教育に努める。また、学年に応じた登下
校の仕方や安全な歩き方・帰宅後の過ごし方など、地区児童会だけでなく、学級・学年・学校全体（集会や一斉下校
での講話など）で安全教育を日々行うことで、児童一人一人の安全意識をさらに高めていく。

評価Aは適切である。

年齢や学年に応じた学校の防災教育や安全教育の成果が、児
童に浸透していると考える。「自分の身は自分で守る」、「危険
から遠ざかる」を実践できる児童の育成に努めていただきた
い。また、地域との連携についてもさらに進めていってほし
い。

家庭
地域等
との
連携

○信頼される学校づくり

・地域素材・人材・関係機関との連携による特色ある学校づくり
・ふるさとを大切に思い、地域の一員としての自覚の育成
・ホームページやすぐーるなどによる積極的かつ迅速な学校情
報の発信
・すぐーる等を活用した保護者との意思疎通の拡大・オープンス
クールや学校評価による学校教育の改善

・総合的な学習の時間に、市や地域のゲストティーチャーを講師に迎え、福祉学習や米作りの環境体験学習に生かすことができ
た。クラブ活動では、「ゴルフ」「絵画工作」で、地域のゲストティーチャーに指導していただいた。
・すぐーるにより、学校や学年だより、各学年の行事の様子写真などを保護者に対して積極的に行った。また、三木市からの
様々なお知らせを配信し、各家庭で活用していただいた。また、日々の欠席連絡や健康観察、必要に応じた連絡を行うことで
保護者と連絡がスムーズに取れるようになった。
・運動会やオープンスクール、音楽会などの行事を実施し多数の保護者の方に参加していただいた。

B

・生活科や総合的な学習の時間を中心に、地域・家庭と連携し、ふるさと三木に関する学習を進める。
・オープンスクールや学校行事等が、児童にとって充実したものになるように在り方を工夫し、保護者や地域の方々
と連携を図りながら参加していただけるように努める。
・クラブ活動では、今後とも継続して地域のゲストティーチャーをお招きし、よりよい活動に向けて取り組む。
・すぐーる等を活用して、学校の取組を知らせていく。

評価Bは概ね適切である。

保護者や地域は、学校からの情報発信を求めている。教職員
は多忙を極めているが、可能な限りの情報発信をお願いした
い。
学校・家庭・地域関係者の連携を密に取りながら、体験を伴う
学習から様々な学びを積んでほしい。
地域の良さやふるさとの良さを実感できる取組を、地域人材
を含めた地域資源を活用しながら進めていってほしい。

令和５年度　学校評価　学校関係者評価書

　―自己を磨き　共に伸びる－　　夢に向かい　次の一歩を踏み出す　平田っ子 学校職員、児童、保護者の3者を対象にアンケートを実施しており、その結
果を数値化し、経年変化をみながら評価基準に照らして総合評価している。
また、保護者と児童のアンケート結果をグラフ化し、比較することにより実
態をより的確に把握しようとしている。工夫された教育活動や方法を柔軟
に取り入れ、児童や保護者、地域へ働きかけ、その結果を加味しながら自己
評価している。したがって、自己評価方法は適切である。学校での課題、問
題点などを保護者とともに共有し、相互理解を深める取組が重要である。

自らの夢の実現に向け、周りの人と協調しながら、努力してくことが出来る児童の育成
・基礎的、基本的な知識・技能の確実な定着　・主体的に学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力の育成　・望ましい生活習慣と社会性の育成　・互いに認め合い、自他ともによりよく生きる力の育成


